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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第７期

第２四半期
連結累計期間

会計期間
自平成30年11月１日
至平成31年４月30日

売上高 （千円） 16,751,244

経常利益 （千円） 266,743

親会社株主に帰属する四半期純利益 （千円） 147,693

四半期包括利益 （千円） 146,643

純資産額 （千円） 3,289,546

総資産額 （千円） 10,415,428

１株当たり四半期純利益 （円） 17.00

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 （円） 15.48

自己資本比率 （％） 31.5

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） △449,217

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △2,582,411

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） 3,991,258

現金及び現金同等物の四半期末残高 （千円） 2,978,570

 

回次
第７期

第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成31年２月１日
至平成31年４月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 19.75

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．当社は、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期連結累計期間及

び前連結年度の主要な経営指標については記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社GA technologies）及び子会社３社により構成され

ており、「RENOSY（リノシー）」事業を主たる事業としております。

　当第２四半期連結累計期間における主要な関係会社の異動は、概ね次のとおりであります。

 

（「RENOSY（リノシー）」事業）

　平成30年11月にイタンジ株式会社の株式を100％取得したため、連結の範囲に含めております。

 

（その他）

　平成30年11月にリーガル賃貸保証株式会社の株式を100％取得したため、連結の範囲に含めております。

　平成30年11月にRenosy Finance株式会社を設立したため、連結の範囲に含めております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。また、当社は、

第１四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しているため、比較情報を記載しておりません。

 

（１）経営成績の状況

　当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米中貿易摩擦の影響などの不確実性が懸念されるものの、企業収

益や雇用・所得環境の改善によりゆるやかな回復基調となっております。

不動産市場におきましては、翌年に東京オリンピックを控え、都心を中心にホテル・商業施設の建設が増加するな

ど、土地の価格が上昇しており、新築マンションの供給件数は低調となっております。

　一方で、日銀のマイナス金利政策や政府の住宅取得支援などを背景に中古マンション需要は高まっており、平成

30年11月から平成31年４月の首都圏中古マンション成約件数は19,920件と前年同期比で884件増加と堅調に推移し

ております。

　このような事業環境のもと、当社は「RENOSY(リノシー)」の会員数獲得のための広告宣伝及び人財確保のための

投資等により、当第２四半期累計期間において過去最高の販売件数を達成することとなりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は売上高16,751,244千円、営業利益は334,694千円、経常利益は

266,743千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は147,693千円となりました。

　なお、当社グループは、「RENOSY（リノシー）」事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が

乏しいため、セグメント別の記載を省略しております。

 

（２）財政状態の分析

資産・負債及び純資産の状況

　　　（資産）

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は4,661,419千円となり、主に現金及び預金2,979,421千円、販売

用不動産1,051,716千円であります。固定資産は5,754,008千円となり、主にのれん1,763,727千円、ソフトウエア

仮勘定1,110,117千円、顧客関連資産769,333千円であります。この結果、総資産は10,415,428千円となりました。

 

　　　（負債）

　当第２四半期連結会計期間末における流動負債は3,265,149千円となり、主に短期借入金1,326,900千円、１年内

返済予定の長期借入金679,181千円であります。

　固定負債は3,860,732千円となり、主に長期借入金2,752,438千円であります。その結果、負債総額は7,125,881

千円となりました。

 

　　　（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は3,289,546千円となり、前事業年度末に比べ852,803千円増加

しました。これは主に、資本剰余金が699,485千円増加し、親会社株主に帰属する四半期純利益147,693千円を計上

したことによります。

 

（３）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,978,570千円となりま

した。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により使用した資金は449,217千円となりました。これは主に、事業規模の拡大に伴い、たな卸資産の

増加による支出626,061千円によるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により使用した資金は、2,582,411千円となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株

式の取得による支出1,530,895千円、無形固定資産の取得による支出585,873千円、有形固定資産の取得による支出

345,669千円によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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　財務活動により得られた資金は、3,991,258千円となりました。これは主に、長期借入による収入3,145,370千

円、短期借入金の純増額1,073,300千円によるものであります。

 

（４）経営方針・経営戦略等

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

（５）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（６）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、16,274千円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 34,000,000

計 34,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成31年４月30日）

提出日現在発行数（株）
（令和元年６月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 8,708,095 8,808,655
東京証券取引所

（マザーズ）
単元株式数　100株

計 8,708,095 8,808,655 - -

（注）「提出日現在発行数」欄には、令和元年６月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ(E34177)

四半期報告書

 6/29



②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　　当第２四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

　第６回新株予約権

決議年月日 平成31年２月１日

新株予約権の数（個）※ 6,090個

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ -

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（個）

※
普通株式 609,000株　（注）1

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ （注）2、3、4

新株予約権の行使期間　※ 自　平成31年２月19日　至　令和２年２月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価額及び資本組入額(円)　※

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加

する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるとこ

ろに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じ

た金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は

その端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金

の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額

を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件　※ 各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認

を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※ -

※　新株予約権の発行時（平成31年２月18日）における内容を記載しております。

(注)１．本新株予約権は、行使価額修正条項・下限行使価額修正選択権及び行使停止条件付新株予約権であります。

第６回行使価額修正条項・下限行使価額修正選択権及び行使停止条件付新株予約権の特質等は以下のとおりであ

ります。

 

(１)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式609,000株とする（本新株予約権１個当たりの

目的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は100株とする。）。但し、(注)１．第(２)号乃至第(４)

号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて

調整されるものとする。

(２)当社が(注)４．の規定に従って行使価額（(注)２．(１)に定義する。）の調整を行う場合には、割当株式数は次

の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調

整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)４．に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

　　　調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

　　　　　　調整後行使価額

(３)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る(注)４．第(２)号、第(５)号及び第(６)号による行使価

額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(４)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新

株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式

数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(注)４．第(２)号⑤に定

める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれ

を行う。

 

(注)２．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(１)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額と

する。

(２)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」という。）

は、当初3,300円とする。ただし、行使価額は(注)３．又は(注)４．に従い、修正又は調整されることがある。
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(注)３．行使価額の修正

(１)本新株予約権の各行使請求の通知日（以下「修正日」という。）の直前取引日の東京証券取引所における当社

普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の92％に相当する金額の１円未満

の端数を切り上げた金額（以下「修正日価額」という。）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上

上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日

に係る修正後の行使価額が(注)３．(２)に定める下限行使価額を下回ることとなる場合には、行使価額は下限

行使価額とする。

(２)「下限行使価額」は、当初3,300円とする（但し、(注)４．の規定を準用して調整される。）。但し、当社は

2019年２月19日以降、当社取締役会の決議により、下限行使価額の修正をすることができる（以下、かかる決

議を「下限行使価額修正決議」という。）。本号に基づき下限行使価額修正決議がなされた場合、当社は直ち

にその旨を本新株予約権者に通知するものとし、下限行使価額は、当該下限行使価額修正決議日の翌日以降、

(i)1,638円又は(ii)当該下限行使価額修正決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通

取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の92％に相当する金額の１円未満の端数を切り上

げた金額のいずれか高い方の金額に修正される。

 

(注)４．行使価額の調整

(１)当社は、当社が本新株予約権の発行後、(注)４．(２)に掲げる各事由により当社の既発行普通株式数に変更を

生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）を

もって行使価額を調整する。

 

 

調 整 後

行使価額

 

 

＝

 

 

調 整 前

行使価額

 

 

×

 
 

 

＋

新発行・処分

普通株式数
×

1株当たりの

払込金額

 

既 発 行

普通株式数

 

時　価

既発行普通株式数　＋　新発行・処分普通

株 式 数

 

(２)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるとこ

ろによる。

①(注)４．(４)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当

社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求

できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株

式を交付する場合を除く。）

調整後行使価額は、払込期日（払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日

とする。）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある

場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式の分割により当社普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③(注)４．(４)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式

又は(注)４．(４)②に定める時価を下回る行使価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合（但し、当社又はその関係会社（財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又

は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。）

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使され

たものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（払込期間を定めた場合はその最終

日とし、新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但

し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取

得と引換えに(注)４．(４)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後行使価額

は、取得日の翌日以降これを適用する。
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⑤(注)４．(２)①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取

締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、(注)４．(２)①乃至③にかかわらず、調整後行使

価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認

があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株

式を交付する。

 

 

株式数

 

＝
(

 調 整 前

行使価額
－

調 整 後

行使価額 ) ×
調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数
 

調整後行使価額  

 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(３)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまる場合は、行

使価額の調整は行わない。但し、その後、行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場

合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用す

る。

(４)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取

引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とす

る。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場

合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日におけ

る当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。ま

た、(注)４．(２)⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日において当

社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(５)(注)４．(２)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と

協議の上、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、資本金の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の既発行普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要

とするとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使

用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(６)(注)４．(２)の規定にかかわらず、(注)４．(２)に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が(注)３．(１)

に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。ま

た、本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が(注)３．(２)に基づ

く下限行使価額の修正が効力を生じる日と一致する場合には、当社は、必要な下限行使価額の調整を行う。

(７)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、

かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事

項を書面で通知する。但し、(注)４．(２)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うこと

ができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
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(注)５．権利の行使に関する事項について所有者との間の取決め内容

＜所有者による行使制限措置＞

①　当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第１項及び同規程施行規則第436条第１項乃至第５

項の定めに基づき、暦月の１ヶ月間において割当日の上場株式数の10％を超える行使を行わないこと（当社が本

新株予約権とは別のMSCB等で当該MSCB等に係る新株予約権等の行使請求期間が本新株予約権と重複するものを発

行する場合には、暦月の１ヶ月間において本新株予約権の行使により交付された当社普通株式の数の合計を計算

するにあたって、同じ暦月において当該MSCB等に係る新株予約権等の行使により交付されることとなる当社普通

株式の数も合算するものとする。）について、本新株予約権の所有者による行使を制限するよう措置を講じてお

ります。

②　本新株予約権が残存する限り、当社は、所有者の事前の書面による同意がない限り、本新株予約権の発行及び

本新株予約権の行使による当社の株式の交付を除き、本新株予約権買取契約の締結日からその180日後の日までの

期間において、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行し

ないことを合意しております。但し、(ⅰ)当社の役員、従業員及び当社の子会社の役員、従業員を対象とするス

トック・オプションとして新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行使により当社の株式を交付する場

合、(ⅱ)本新株予約権買取契約の締結日時点で既発行の新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、

(ⅲ)当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携（既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含む。）の

一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合（当該事業会社が金融会

社又は貸金業者でなく、また、当社に対する金融を提供することを主たる目的として業務上の提携を行うもので

もない場合に限ります。）、並びに(ⅳ)株式分割又は株式無償割当てに伴い当社の株式を交付する場合を除きま

す。

 

(注)６．当社の株券の売買について所有者との間の取決めの内容

　　該当事項はありません。

 

(注)７．当社の株券の貸借に関する事項について所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

　　該当事項はありません。

 

(注)８．その他投資者の保護を図るため必要な事項

　　本新株予約権買取契約において、本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする旨が定

められております。なお、本新株予約権が譲渡された場合でも、本新株予約権買取契約に定められた所有者の権利義

務は、譲受人に引き継がれます。

EDINET提出書類

株式会社ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ(E34177)

四半期報告書

10/29



　第７回新株予約権

決議年月日 平成31年２月１日

新株予約権の数（個）※ 2,610個

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） -

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（個）※
普通株式 261,000株

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ （注）2、3、4

新株予約権の行使期間　※ 自　平成31年２月19日　至　令和２年２月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価額及び資本組入額(円)※

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増

加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定める

ところに従って算定された資本金等増加限度額に

0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を

生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加

する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増

加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件　※ 各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認

を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※ -

※　新株予約権の発行時（平成31年２月18日）における内容を記載しております。

(注)１．本新株予約権は、行使価額修正条項・下限行使価額修正選択権及び行使停止条件付新株予約権であります。

　　　　第７回行使価額修正条項・下限行使価額修正選択権及び行使停止条件付新株予約権の特質等は以下のとおりであ

ります。

 

　　　(１)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式261,000株とする（本新株予約権１個当たり

の目的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は100株とする。）。但し、(注)１．(２)乃至(４)に

より割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調

整されるものとする。

　　　(２)当社が(注)４．の規定に従って行使価額（(注)２．(２)に定義する。）の調整を行う場合には、割当株式数は

次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式におけ

る調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)４．に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

　　　調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

　　　　　　調整後行使価額

　　　(３)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る(注)４．(２)、(５)及び(６)による行使価額の調整に

関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

　　　(４)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る

新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当

株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(注)４．(２)⑤に

定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかに

これを行う。

 

(注)２．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　　(１)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額と

する。

　　　(２)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」という。）

は、当初8,000円とする。
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(注)３．行使価額の修正

　　　(１)本新株予約権の各行使請求の通知日（以下「修正日」という。）の直前取引日の東京証券取引所における当社

普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の92％に相当する金額の１円未満

の端数を切り上げた金額（以下「修正日価額」という。）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上

上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日

に係る修正後の行使価額が(注)３．(２)に定める下限行使価額を下回ることとなる場合には、行使価額は下限

行使価額とする。

　　　(２)「下限行使価額」は、当初8,000円とする（但し、(注)４．の規定を準用して調整される。）。但し、当社は

2019年２月19日以降、当社取締役会の決議により、下限行使価額の修正をすることができる（以下、かかる決

議を「下限行使価額修正決議」という。）。本号に基づき下限行使価額修正決議がなされた場合、当社は直ち

にその旨を本新株予約権者に通知するものとし、下限行使価額は、当該下限行使価額修正決議日の翌日以降、

(i)1,638円又は(ii)当該下限行使価額修正決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通

取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の92％に相当する金額の１円未満の端数を切り上

げた金額のいずれか高い方の金額に修正される。

 

(注)４．行使価額の調整

　　　(１)当社は、当社が本新株予約権の発行後、(注)４．(２)に掲げる各事由により当社の既発行普通株式数に変更を

生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）を

もって行使価額を調整する。

 

 

調 整 後

行使価額

 

 

＝

 

 

調 整 前

行使価額

 

 

×

 
 

 

＋

新発行・処分

普通株式数
×

1株当たりの

払込金額

 

既 発 行

普通株式数

 

時　価

既発行普通株式数　＋　新発行・処分普通

株式数

 

　　　(２)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるとこ

ろによる。

　　　　①(注)４．(４)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当

社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求

できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株

式を交付する場合を除く。）

　　　　　調整後行使価額は、払込期日（払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日

とする。）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある

場合はその日の翌日以降これを適用する。

　　　　②株式の分割により当社普通株式を発行する場合整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを

適用する。

　　　　③(注)４．(４)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式

又は(注)４．(４)②に定める時価を下回る行使価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合（但し、当社又はその関係会社（財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又

は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。）調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請

求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するもの

とし、払込期日（払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当

ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある

場合には、その日の翌日以降これを適用する。

　　　　④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取

得と引換えに(注)４．(４)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後行使価額

は、取得日の翌日以降これを適用する。
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　　　　⑤(注)４．(２)①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取

締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、(注)４．(２)①乃至③にかかわらず、調整後行使

価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認

があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株

式を交付する。

 

 

株式数

 

＝
(

 調 整 前

行使価額
－

調 整 後

行使価額 ) ×
調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数
 

調整後行使価額  

 

　　　　　この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

　　　(３)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまる場合は、行

使価額の調整は行わない。但し、その後、行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場

合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用す

る。

　　　(４)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

　　　　②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引

日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。こ

の場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

　　　　③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合

はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当

社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、

(注)４．(２)⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日において当社が有

する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

　　　(５)(注)４．(２)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と

協議の上、必要な行使価額の調整を行う。

　　　　①株式の併合、資本金の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

　　　　②その他当社の既発行普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要と

するとき。

　　　　③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用

すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

　　　(６)(注)４．(２)号の規定にかかわらず、(注)４．(２)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が(注)３．

(１)号に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行

う。また、本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が(注)３．(２)

号に基づく下限行使価額の修正が効力を生じる日と一致する場合には、当社は、必要な下限行使価額の調整を

行う。

　　　(７)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、

かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事

項を書面で通知する。但し、(注)４．(２)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うこと

ができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
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(注)５．権利の行使に関する事項について所有者との間の取決め内容

＜所有者による行使制限措置＞

①　当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第１項及び同規程施行規則第436条第１項乃至第５

項の定めに基づき、暦月の１ヶ月間において割当日の上場株式数の10％を超える行使を行わないこと（当社が本

新株予約権とは別のMSCB等で当該MSCB等に係る新株予約権等の行使請求期間が本新株予約権と重複するものを発

行する場合には、暦月の１ヶ月間において本新株予約権の行使により交付された当社普通株式の数の合計を計算

するにあたって、同じ暦月において当該MSCB等に係る新株予約権等の行使により交付されることとなる当社普通

株式の数も合算するものとする。）について、本新株予約権の所有者による行使を制限するよう措置を講じてお

ります。

②　本新株予約権が残存する限り、当社は、所有者の事前の書面による同意がない限り、本新株予約権の発行及び

本新株予約権の行使による当社の株式の交付を除き、本新株予約権買取契約の締結日からその180日後の日までの

期間において、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行し

ないことを合意しております。但し、(ⅰ)当社の役員、従業員及び当社の子会社の役員、従業員を対象とするス

トック・オプションとして新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行使により当社の株式を交付する場

合、(ⅱ)本新株予約権買取契約の締結日時点で既発行の新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、

(ⅲ)当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携（既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含む。）の

一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合（当該事業会社が金融会

社又は貸金業者でなく、また、当社に対する金融を提供することを主たる目的として業務上の提携を行うもので

もない場合に限ります。）、並びに(ⅳ)株式分割又は株式無償割当てに伴い当社の株式を交付する場合を除きま

す。

 

(注)６．当社の株券の売買について所有者との間の取決めの内容

　　該当事項はありません。

 

(注)７．当社の株券の貸借に関する事項について所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

　　該当事項はありません。

 

(注)８．その他投資者の保護を図るため必要な事項

　　本新株予約権買取契約において、本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする旨が定

められております。なお、本新株予約権が譲渡された場合でも、本新株予約権買取契約に定められた所有者の権利義

務は、譲受人に引き継がれます。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額

（千円）

資本準備金
残高（千円）

平成31年２月１日～

平成31年４月30日
- 8,708,095 - 100,000 - 498,348

（注）令和元年５月１日から令和元年５月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が100,560株、資

本金,及び資本準備金がそれぞれ9,176千円増加しております。

 

（５）【大株主の状況】

  平成31年４月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

樋口　龍 東京都港区 3,800 43.64

合同会社GGA 東京都港区南青山1－3－1 1,860 21.36

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
東京都中央区晴海1－8－11 369 4.24

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口９）
東京都中央区晴海1－8－11 305 3.50

久夛良木　健 東京都世田谷区 255 2.93

清水　雅史 東京都港区 200 2.30

資産管理サービス信託銀行株式会社

（証券投資信託口）

東京都中央区晴海1－8－12　晴海トリト

ンスクエアタワーZ
154 1.78

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
東京都港区浜松町2－11－3 111 1.28

THE BANK OF NEW YORK

（常任代理人　株式会社みずほ銀行

決済営業部）

RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000

BRUSSELS, BELGIUM

（東京都港区港南2－15－1　品川イン

ターシティA棟）

80 0.92

野村信託銀行株式会社（信託口） 東京都千代田区大手町2－2－2 79 0.91

計 - 7,215 82.86

 

（注） 平成31年４月15日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アセットマネジメントOne株式会
社及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社が平成31年４月８日現在でそれぞれ以下の株式を所有してい
る旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができ
ませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

　　　　　なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）
株券等保有割合

（％）

アセットマネジメントOne株式会社 東京都千代田区大手町１丁目５番１号 株式   860,200 9.88

みずほ証券株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目８番２号 株式    15,200 0.17

 

EDINET提出書類

株式会社ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ(E34177)

四半期報告書

15/29



（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成31年４月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 - - -

議決権制限株式（自己株式等） - - -

議決権制限株式（その他） - - -

完全議決権株式（自己株式等） - - -

完全議決権株式（その他） 普通株式　8,706,900 87,069

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら限

定のない当社における

標準となる株式であり

ます。

単元未満株式 普通株式　　　1,195 - -

発行済株式総数 8,708,095 - -

総株主の議決権 - 87,069 -

　（注）「単元未満株式」には、当社所有の自己株式 28株が含まれております。

 

②【自己株式等】

　　　　該当事項はありません。

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

　（１）退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役執行役員 CFO 渡辺　正志 平成31年３月31日

 

　（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性８名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

　なお、当社は第１四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しているため、前第２四半期連結累計期間及

び前連結会計年度との対比は行っておりません。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成31年２月１日から平

成31年４月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年11月１日から平成31年４月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 （単位：千円）

 
当第２四半期連結会計期間

(平成31年４月30日)

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 2,979,421

売掛金 29,738

販売用不動産 1,051,716

未成工事支出金 43,580

貯蔵品 13,653

前渡金 172,754

前払費用 165,375

その他 228,015

貸倒引当金 △22,836

流動資産合計 4,661,419

固定資産  

有形固定資産 1,059,920

無形固定資産  

のれん 1,763,727

ソフトウエア仮勘定 1,110,117

顧客関連資産 769,333

その他 204,571

無形固定資産合計 3,847,749

投資その他の資産 846,338

固定資産合計 5,754,008

資産合計 10,415,428

負債の部  

流動負債  

短期借入金 1,326,900

1年内返済予定の長期借入金 679,181

1年内償還予定の社債 20,000

未払金 562,218

引当金 26,395

未払法人税等 108,476

その他 541,977

流動負債合計 3,265,149

固定負債  

長期借入金 2,752,438

社債 80,000

引当金 42,116

繰延税金負債 265,829

資産除去債務 292,343

その他 428,005

固定負債合計 3,860,732

負債合計 7,125,881

純資産の部  

株主資本  

資本金 100,000

資本剰余金 2,410,108

利益剰余金 772,669

自己株式 △102

株主資本合計 3,282,674

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 △1,050

その他の包括利益累計額合計 △1,050

新株予約権 7,922

純資産合計 3,289,546

負債純資産合計 10,415,428
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

 （単位：千円）

 
 当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年11月１日
　至　平成31年４月30日)

売上高 16,751,244

売上原価 13,700,264

売上総利益 3,050,980

販売費及び一般管理費 ※ 2,716,285

営業利益 334,694

営業外収益  

受取利息 37

その他 6,361

営業外収益合計 6,399

営業外費用  

支払利息 24,742

支払手数料 40,510

その他 9,096

営業外費用合計 74,350

経常利益 266,743

特別損失  

減損損失 67,748

固定資産除却損 2,316

その他 7,603

特別損失合計 77,667

税金等調整前四半期純利益 189,076

法人税等 41,382

四半期純利益 147,693

親会社株主に帰属する四半期純利益 147,693
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

 （単位：千円）

 
 当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年11月１日
　至　平成31年４月30日)

四半期純利益 147,693

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △1,050

その他の包括利益合計 △1,050

四半期包括利益 146,643

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 146,643
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 （単位：千円）

 
 当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年11月１日
　至　平成31年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 189,076

減価償却費 110,808

減損損失 67,748

のれん償却額 117,581

固定資産除却損 2,316

受取利息及び受取配当金 △37

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,255

引当金の増減額（△は減少） 15,690

敷金償却額 11,165

長期前払費用償却額 1,586

支払利息 24,742

売上債権の増減額（△は増加） △9,025

前渡金の増減額（△は増加） △34,480

たな卸資産の増減額（△は増加） △626,061

未払金の増減額（△は減少） 125,876

長期前払費用の増減額（△は増加） △66,558

未成工事支出金の増減額（△は増加） △21,386

未成工事受入金の増減額（△は減少） △37,937

預り金の増減額（△は減少） △62,884

前受金の増減額（△は減少） △43,511

預り保証金の増減額（△は減少） 31,958

前受収益の増減額（△は減少） △25,719

その他 △16,767

小計 △244,565

利息及び配当金の受取額 37

利息の支払額 △26,182

法人税等の支払額 △178,507

営業活動によるキャッシュ・フロー △449,217

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △1,500

定期預金の払戻による収入 949

有形固定資産の取得による支出 △345,669

無形固定資産の取得による支出 △585,873

敷金及び保証金の差入による支出 △33,107

投資有価証券の取得による支出 △101,733

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
△1,530,895

その他 15,419

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,582,411

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,073,300

長期借入れによる収入 3,145,370

長期借入金の返済による支出 △322,189

社債の発行による収入 97,724

リース債務の返済による支出 △9,779

新株予約権の発行による収入 6,934

自己株式の取得による支出 △102

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,991,258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 959,629

現金及び現金同等物の期首残高 2,018,940

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,978,570
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　第１四半期連結会計期間より、イタンジ株式会社は株式取得及び簡易株式交換のため、リーガル賃貸保証株式

会社は株式取得のため、Renosy Finance株式会社は新規設立のため、連結の範囲に加えております。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（追加情報）

　　　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　平成30年２月16日)等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定

負債の区分に表示しております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

　当社においては、資金調達の安定性を高めるため取引銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を

締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 

 
当第２四半期連結会計期間
（平成31年４月30日）

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 1,550,000千円

借入実行残高 248,300

　差引額 1,301,700

 

（四半期連結損益計算書関係）

　　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　当第２四半期連結累計期間
（自 平成30年11月１日

　　至 平成31年４月30日）

給与手当 614,439千円

広告宣伝費 445,515

販売促進費 303,432

租税公課 182,945

採用教育費 161,051
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のと

おりであります。

 
当第２四半期連結累計期間
（自 平成30年11月１日
至 平成31年４月30日）

現金及び預金勘定 2,979,421千円

預入期間が３か月を超える定期預金 851

現金及び現金同等物 2,978,570

 

（株主資本等関係）

当第２四半期連結累計期間（自　平成30年11月１日　至　平成31年４月30日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

　第１四半期連結会計期間において、平成30年11月16日付で当社を完全親会社、イタンジ株式会社を完全子

会社とする株式交換を実施し、新株の発行及び自己株式の処分を行っております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間において、資本剰余金が699,485千円増加しており、当第２四半期

連結会計期間末において資本剰余金は2,410,108千円となっております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは「RENOSY（リノシー）」事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいた

め、記載を省略しております。
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（金融商品関係）

　短期借入金及び長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）が企業集団の事業の運営において重要なもの

となっており、かつ、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

 

　前事業年度（平成30年10月31日）

科目 貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

 (1) 短期借入金 253,600 253,600 -

 (2) 長期借入金　※ 523,424 522,715 △708

※　長期借入金は１年内返済予定の長期借入金を含めております。

 

　当第２四半期連結会計期間（平成31年４月30日）

科目
四半期連結貸借対照表

計上額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

 (1) 短期借入金 1,326,900 1,326,900 -

 (2) 長期借入金　※ 3,431,619 3,398,256 △33,362

※　長期借入金は１年内返済予定の長期借入金を含めております。

 

（注）金融商品の時価の算定方法

　（１）短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

　（２）長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在

価値によって算定しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下

のとおりであります。

 
当第２四半期連結累計期間
（自 平成30年11月１日
至 平成31年４月30日）

（１）１株当たり四半期純利益 17円00銭

（算定上の基礎）  

親会社株主に帰属する四半期純利益

（千円）
147,693

普通株主に帰属しない金額（千円） -

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 147,693

普通株式の期中平均株式数（株） 8,684,052

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 　　　　　　　　　　15円48銭

　（算定上の基礎）  

　　親会社株主に帰属する四半期純利益調整額　　（千円） -

　　普通株式増加数（株） 　　　　　　　　　　 854,176

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末か

ら重要な変動があったものの概要

平成31年２月１日の臨時取締役会決

議に基づく第三者割当による行使価

額修正条項付第６回新株予約権（目

的となる株式の種類及び株式数：普

通株式609,000株）並びに第７回新株

予約権（目的となる株式の種類及び

株式数：普通株式261,000株）

 

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

令和元年６月12日

株式会社ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

取 締 役 会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 鈴木　真一郎　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 中川　政人　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げら
れている株式会社ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓの平成３０年１１月１日から令和元年１０月３
１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成３１年２月１日から平成３１年４月３０
日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成３０年１１月１日から平成３１年４月３０日まで）に
係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結
包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に
準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に
対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手
続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸
表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において
一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＧＡ　ｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｉｅｓ及び連結子会社の平成３１年４月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了
する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと
信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
 

以　　上
  

 
（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

期報告書提出会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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